
   春日井市図書館障がい者サービス実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、春日井市図書館管理規則（昭和４５年春日井市教育委員会規則第３

号。以下「規則」という。）第１７条に定める心身障がい者郵送貸出その他の心身障が

い者に対するサービス（以下「障がい者サービス」という。）の実施について必要な事

項を定めるものとする。 

（サービスの内容） 

第２条 春日井市図書館（以下「図書館」という。）は障がい者サービスとして、次に掲

げる業務を行う。 

（１）図書の郵送貸出し 

（２）録音図書の貸出し 

（３）点字図書の貸出し 

（４）対面読書サービス 

（５）サピエ図書館に係るサービス 

（６）国立国会図書館視覚障害者等用データ送信に係るサービス 

（７）その他春日井市図書館長（以下「館長」という。）が必要と認める業務 

２ 春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館（以下「センター図書館」という。）は 

障がい者サービスとして、前項第２号から第７号までの業務を行う。 

（利用の対象） 

第３条 障がい者サービスを利用できる者（以下「利用者」という。）は、市内在住、在

勤又は在学の障がい者とする。ただし、前条第１項第１号に掲げる業務にあっては心

身の障がいその他の理由により来館することが著しく困難な者に、同項第２号から第

４号までに掲げる業務にあっては視覚障がい者その他視覚による表現の認識に障がい

のある者に限る。 

（利用登録） 

第４条 利用者は、本人又は代理人（以下「本人等」という。）が規則第９条の規定に基 

づき利用者カードの交付を受け、障がい者サービス利用登録申込書（別紙様式）を提出 

して、利用者の登録を受けなければならない。 

（図書の郵送貸出し） 

第５条 図書の郵送貸出しを利用しようとする者は、希望する図書館資料（以下「資料」 



という。）の貸出を本人等が来館、メール、電話等により申し込むものとする。 

２ 図書の郵送貸出しの期間は、貸出の日から起算して３０日以内とする。 

３ 図書の郵送貸出しのできる資料の数は、１人につき３点以内とする。 

４ 館長は、第１項の規定による申込があったときは、資料の貸出しを郵送で行うものと 

する。 

（録音図書及び点字図書の貸出） 

第６条 録音図書及び点字図書（以下「録音図書等」という。）の貸出しを利用しようと 

する者は、希望する録音図書等の貸出しを本人等が来館、メール、電話等により申し込

むものとする。 

２ 録音図書等の貸出しの期間は、貸出しの日から起算して３０日以内とする。 

３ 録音図書等の貸出しできる資料数は、１人につき３点以内とする。 

４ 録音図書等の資料は、図書館所蔵の資料、公共図書館及び点字図書館から借り受けた

資料並びにサピエ図書館及び国立国会図書館からダウンロードした資料とする 

（対面読書） 

第７条 対面読書を利用しようとする者は、図書館又はセンター図書館に希望する日時を 

あらかじめ申し出なければならない。 

２ 対面読書を行う資料は、図書館又はセンター図書館所蔵の資料とする。 

３ 対面読書は、図書館又はセンター図書館開館時間内で行い、１回につき２時間以内と

する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。 

   

  附則 

 この要綱は、平成11年11月11日から施行する。 

  附則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成22年12月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 



 附則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 


